老人福祉法に基づく「老人居宅生活支援事業（地域密着型サービス
以外）」に係る各種届出について（ご案内）                                    
老人居宅生活支援事業者等の皆さまへ

　　

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部
高齢福祉課在宅サービスグループ

１　届出対象事業　

○下の表の太枠内の５事業は老人福祉法に基づく届出が必要です。

	老人福祉法上の事業名
	介護保険法上の事業名
	備考

	老人居宅介護等事業
	訪問介護、
第一号訪問事業(介護予防・
日常生活支援総合事業)
	

	老人デイサービス事業
	通所介護、
第一号通所事業(介護予防・
日常生活支援総合事業)
	左記のうち、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター等の施設で事業を行う事業所が該当します。

	老人短期入所事業
	短期入所生活介護、
介護予防短期入所生活介護
	左記のうち、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター等の施設で事業を行う事業所が該当します。

	老人デイサービスセンター
	通所介護
第一号通所事業（介護予防・日常生活支援総合事業）
	左記のうち、老人デイサービス事業に該当しない施設で事業を行う事業所が該当します。

	老人短期入所施設
	短期入所生活介護、
介護予防短期入所生活介護
	左記のうち、老人短期入所事業に該当しない施設で事業を行う事業所が該当します。


　　
２　届出の種類一覧

○老人福祉法に基づく各種届出は次のとおりです。
	老人福祉法上の事業名
	事業開始時
	変更時
	事業廃止（休止）時

	
	事業開始届
	事業変更届
	事業休

廃止届

	老人居宅介護等事業
	1号様式
	２号様式
	３号様式

	老人デイサービス事業
	
	
	

	老人短期入所事業
	
	
	

	老人デイサービスセンター
	４号様式
	７号様式
	９号様式

	老人短期入所施設
	
	
	


３　様式入手先

○「介護情報サービスかながわ（らくらく）」ホームページ（https://kaigo.rakuraku.or.jp/）

⇒「文書/カテゴリ検索」

⇒「８. 各種届出（業務管理体制・老人福祉法の届出・生活保護法の届出）等」　

⇒「老人福祉法に基づく届出」

４　届出方法について

（1） 共通事項
〇次のいずれかの方法により提出してください。

・電子申請届出システム　
　以下、①～⑥の手順で届出様式を提出してください。
① 下記のＵＲＬ「電子申請届出システム」にアクセスし、「ＧビズＩＤでログインする」からログインする。
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/

　　　　　　  ② 【申請届出メニュー】から「他法制度に基づく申請届出」を選択する。
　　　　　　  ③ 「1.サービス分類選択」は「居宅施設」を選択、「2.都道府県選択」及び「3.届出先選択」は「神奈川県」を選択し、「次へ」をクリックする。
　　　　　　  ④ 「届出者情報入力」ページで必要事項を入力した後、「添付書類アップロード」ページで届出様式を添付し「次へ」をクリックする。
⑤ 「確認」ページで内容に問題がなければ「届出」をクリック。

※電子申請届出システムによる届出はＧビズＩＤの取得が必要です。
※電子申請届出システムによる提出であっても、届出様式の提出（添付）は必要です。

※県事務連絡やシステムの操作方法等については、下記をご確認ください。
電子申請届出システムによる老人福祉法に基づく各種届出について

https://kaigo.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=20&id=611
・郵送

下記まで書類を郵送してください。
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高齢福祉課在宅サービスグループ　宛
○記載事項が多く、各種様式によることができない場合、別添資料を添付してください。

○事業を行おうとする区域が複数に渡る場合でも、届出先は事業所所在地の所管官庁のみです。

○介護保険事業所番号及び老人福祉法上の事業種別ごとに提出してください。
（一覧での提出不可。）

（２）事業開始時
　　　○提出書類・・・「２　届出の種類一覧」のとおり

○提出時期・・・事業開始前

○添付書類・・・登記事項証明書又は条例
※県が介護保険法上の指定を行う事業者においては、介護保険法上の申請
書類で確認するため添付不要です。

○注意事項

・記載例を必ず確認したうえで記入してください。

・１号様式「２　経営者の氏名及び住所」において、事業所名称及び事業所所在地も
併せて記載してください。

（３）届出内容変更時

○提出書類・・・「２　届出の種類一覧」のとおり

○提出時期・・・変更日から一月以内

○添付書類・・・原則不要
○注意事項

・県が介護保険法上の指定を行う事業者においては、次の事項に変更があった場合のみ
届出が必要であり、その他の事由については、介護保険法第75条の変更届をもって、
届出があったものとみなします。

≪県が介護保険法上の指定を行う事業者において届出を要する事項≫

1 経営者の氏名及び住所
（法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者氏名）

②施設の名称、種類、及び所在地（事業所名称、所在地含む）

・参考事項欄に事業所名称や介護保険事業所番号等を記載してください。

（４）事業廃止（休止）時

○提出書類・・・「２　届出の種類一覧」のとおり

○提出時期・・・廃止日（休止日）の一月前までに

○添付書類・・・原則不要

○注意事項

　・参考事項欄に事業所名称及び介護保険事業所番号等を記載してください。　
５　届出先・問合せ先

　　○届出先・問合せ先・届出様式は、法人所在地ではなく事業所の所在地で異なります。

	事業所

所在地
	担当課・所在地
	電　話

	横浜市内
	○老人居宅介護等事業・老人デイサービス事業は…
横浜市　健康福祉局　高齢健康福祉部　介護事業指導課　
	045(671)2356

	
	○老人短期入所事業は…
横浜市　健康福祉局　高齢健康福祉部　高齢施設課　　　　　　　　　　　  
	045(671)3923

	
	〒231-0005　横浜市中区本町６―５０－１０

	川崎市内
	川崎市　健康福祉局　長寿社会部　高齢者事業推進課　
	044(200)2666

	
	〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１

	相模原市内
	相模原市　健康福祉局　保険高齢部　福祉基盤課
	042(707)7046

	
	〒252-5277　相模原市中央区中央２－１１－１５

	横須賀市内
	横須賀市　福祉部　　　健康長寿課
	046(822)8402

	
	〒238-8550　横須賀市小川町１１

	上記４市を

除く県所管域内
	神奈川県福祉子どもみらい局福祉部

高齢福祉課在宅サービスグループ
	045(210)4824
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